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                      作成日 平成 28 年 10 月 1 日改定 

第 1 条（事業の目的） 

この規程は、株式会社久光大分が住宅型有料老人ホーム事業の運営について重要な事項を定めた

ものであり、事業者がこの「運営規程」に従って事業の円滑な運営を行うとともに、利用者が施設

においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを目的とします。 

第２条（運営の方針） 

 入居者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来る

様、在宅サービスの中からより自分の生活に合わせたケアプラン策定のお手伝い、日常生活上のお

世話等行う事により入居者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに入居者の家族の身体

的及び精神的負担の軽減を図るため、基本方針「入居者が中心」を基にその他必要な支援を行う。 

１．安全に配慮した生活空間（設備）の最大利用を図り、楽しい会話、個人生活を尊重し、相手の

立場にたった処遇の実践。 

２．入居者の自主性や主体性を配慮し、集合住宅の利点である移動時間がほとんどない事による効

率的なまた密度の高い在宅サービスが受けられるシステムを構築していきます。 

３．関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、生きがい健康作りを積

極的に進め豊かで明るい共同生活が送れるよう配慮する。 

第３条（施設の名称と所在地） 

施設名称：スカイホームあけの 2 号館 

所 在 地 ：大分市明野高尾 2 丁目 27-6 

            

第４条（従業者の職種、員数及び職務内容） 

この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

（１）施設長 １名 

   施設長は、事業所の従業者の管理及び指定特定施設入居者生活介護の利用の申込みに係る調

整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等の規定を遵

守させるために必要な指揮命令を行う。 

（２）生活相談員 （１）名（他職種と兼務） 

   生活相談員は、利用者又はその家族に対し、日常生活等必要な相談に適切に応じ、  社会

生活に必要な支援を行う。 

（３）介護職員 （１５）名（常勤１１名、非常勤４名）（他事業所と兼務） 

   介護職員は、入居者の生活支援を行う。 

（４）事務員 １名   庶務及び会計業務に従事する。 
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第５条（入居定員及び居室数） 

入居定員は 30 名、居室数は 26 室（個室 22、2 人室 4）とします。 

第６条（利用料及びその他の費用の額） 

  施設の利用料は以下のとおりです。 

費用の納入方式 月額使用料 

入居一時金 無し 

 
使 途  

解約時の返還金  

介護費用の一時金 無し 

 解約時の返還金  

月額利用料 
個 室 2 人室（全て２人分） 

144,600 円 263,200 円 

 

内 
 

訳 

管理費 38,000 円 76,000 円 

使 途 共用施設等の維持管理費、事務費、管理部門等に係る人件費他 

食 費 48,600 円 97,200 円 

介護費用 無し 

光熱水費 室料に含む  

室 料 58,000 円 90,000 円 

その他 介護用品費、消耗品、電話代等は別途実費負担 

改定ルール 人件費、物価の変動等に基づき、運営懇親会の意見を聞いて決定 

消費税 食費は、税法に則り消費税を負担。 

 

第７条（月額利用料の支払方法） 

事業者は前月 1 日より末日までの管理費・食費・室料及びその他の個人負担利用料の請求内訳を

当月 10 日までに利用者もしくは身元引受人に送付し、利用者もしくは身元引受人は当月 27 日まで

に事業者に支払うものとします。 

尚、月の途中より入居された場合はその月に関しては入居日より末日までの室料・管理費を日割

り計算し、翌月に請求します。食費は 1 食を 540 円とし利用された食数分を請求します。支払方法

は銀行引き落としとしますが、入居契約時に振込及び現金支払も協議の上決定します。 

２ 入院・外泊等 1 ヶ月を超える不在の場合はその月は管理費・室料のみを請求するものとしま

す。 

３ 退去月に際しては、その月の途中であっても管理費・室料は全額請求するものとします。 
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第８条（施設の利用に当たっての留意事項） 

施設の利用にあたっては、スカイホームあけの 2 号館入居契約書に従って対応させていただきま

す。 

２ 入院・外泊等１ヶ月以上不在の場合の施設からの連絡・施設利用料請求書、領収書の送付

等は入居契約書に規定する身元引受人に行うこととします 

３ 入居者は他の入居者の迷惑になる言動をしないように心がけてください。 

４ 外出をする際には必ず職員に目的、帰宅時間等を伝えて外出してください。また、外泊や

欠食される場合には必ず所定の用紙に必要事項を記入してください。食事の変更届は４日

前までにお願いします。 

５ スカイホームあけの 2 号館内でのペット飼育は禁止いたします。 

６ 入居者は「スカイホームあけの 2 号館」内での宗教活動・政治活動を行うことを禁止しま

す。 

７ 館内は禁煙です。 

８ 利用者やその家族の求めに応じ財務内容の開示をします。 

第９条（給食） 

施設は、施設入居者の給食を実施するに当たっては、食品の調理、加工及び貯蔵は清潔で衛生的に

行い、栄養、カロリー、嗜好等に留意するほか、次の事項を実施します。 

      食事時間   朝   ０７：３０～０８：３０ 

             昼   １１：３０～１２：３０ 

             夕   １７：００～１８：００ 

      食事は基本的に離床して食堂でして頂きます。（居室等も可） 

（1） 献立表は 1 週間ごとに作成し、これを事前に提示します。 

（2） 嗜好調査を月 1 回以上行います。 

（3） 食器類はその都度消毒します。 

（4） 傷病者については、医師の指導によりその方に適した給食を行います。 

（5） 保存食は、原材料及び調理済み食品をー20℃以下で 2 週間以上保存する。 

（6） 検食は毎食行い、その結果を記録します。 

（7） 給食業務に従事する職員の検便は、毎月 1 回以上行います。 

２ 食事の提供を希望されない場合、各食とも提供日の４日前までに欠食届けを介護職員等に

提出していただければ欠食となり、その食事に関する料金は発生しません。 

 

第 10 条（緊急時における対応） 

  利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは、医師又は協力医療機関と連絡をと

り、適切な対応を行います。 
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第 11 条（非常災害対策） 

非常災害が発生した場合、施設は「防災計画」に従い、利用者の非難等について適切な処置を

講じます。 

２ 非常時に備え、定期的に地域の協力機関と連携を図り、防災訓練を計画し利用者の方も参加

して実施します。 

 ３ スプリンクラー、自動火災報知器、避難階段、誘導灯などは法令に準拠しています。 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 条（修繕） 

次に掲げる修繕は入居者の故意又は過失による場合を除き、事業所が負担するものとします。 

   ア 窓ガラスの取替え 

   イ 網戸の取替え 

   ウ 給水栓の取替え 

   エ 排水栓の取替え 

   オ その他軽微な修繕 

 

第 13 条（レクリエーション） 

事業者は３カ月に１回施設内レクリエーションとして行事を開催します。開催前に入居者に当

月の行事を伝えます。参加料金は無料です。 

緊急通報装置等 

緊急連絡 

・安否確認 

居室のベッドサイド及びトイレ、共用部分（浴室・脱衣室・トイレ）

にもナースコール設置、2 階・3階のｽﾀｯﾌﾙｰﾑ及び 1 階事務室にて集中

管理。介護ｽﾀｯﾌの PHS と連動、夜間は夜勤者が巡回。 

協力医療機関（又は

嘱託医）の 

概要及び協力内容 

・医療法人久友会 あけのメディカルクリニック  

院長 三重野 龍彦  大分市明野高尾 2 丁目 27－1 

（診療科目）内科・呼吸器科・循環器科・リハビリテーション科・

精神科・整形外科 

適時入居者の健康相談を行う。 

 

・ 大分県医療生活協同組合 けんせい歯科クリニック  

所長 碓井 芳枝   大分市古ヶ鶴 1 丁目 4－23 

事故災害等緊急時に

入居者が医療を要す

る場合の対応 

協力医療機関・周辺医療機関又は入居者が選択する医療機関に搬送、

治療を受けます。費用については、医療保険制度で支給される以外の

費用は入居者負担。入退院の手続きは無料。 
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第 14 条（代行サービス及び送迎サービス） 

あけの福祉医療タウン内は無料とします。それ以外の地域への代行サービスは別途定める料金

規則により実費計算し、翌月の利用料金請求書に合算し請求します。 

 

２ 協力病院以外への受診・入退院時の送迎は上記料金規則により実費計算し、翌月の利用料金

請求書に合算し請求します。 

第 15 条（運営懇談会） 

 入居者の方々の意見、要望を管理・運営に反映させ、業務を円滑に行うため、ホームと入居

者から成る「スカイホームあけの２号館運営懇談会」を設置する。運営懇談会は、別表「運営懇

談会細則」により運営する。 

第 16 条（その他運営に関する重要事項） 

本施設の従業者は資質の向上のために、管理者の指示した研修会、その他の学習会に積極的に

参加しなくてはならない。 

２ 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして

はならない。 

３ 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家 族の秘

密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持する

べき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。 

４ 本施設は、入居者及びその家族からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するために、苦情

を受け入れる窓口を設置し、また、苦情処理体制を確立するものとする。 

５ 当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ず身体拘束等を

行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理

由等を記録するものとする。 

６ 本施設は、入居者に対する施設サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日か

ら５年間保存しなければならないものとする。 

７ この規程に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、株式会社久光大分と本

施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

   附 則 

 この規程は、平成 28 年 10 月１日から施行する。 
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スカイホームあけの２号館運営懇談会細則 

1. 目 的 

運営規定第15条に基づき、施設の健全な運営と入居者の快適で心身ともに充実した生活を実現するために、

必要な事項について、意見を交換する場として「スカイホームあけの２号館運営懇談会」（以下、「懇談会」

という）を設置する。 

2. 懇談会の構成 

（1） 懇談会は、施設を代表懇する役職員（施設長、サービス提供責任者）及び（全員又は代表者）によ

り構成される。 

（2） 入居者のうち要介護者については、その身元引受人等（成年後見制度に基づく後見人等を含む）も

構成メンバーとする。 

（3） 入居者と施設の双方の合意が成立した場合には、第三者的立場にある学識経験者、民生委員などを

構成メンバーとする。 

3. 懇談会の開催 

（1） 懇談会は、原則として、定例懇談会を年 1 回開催する。但し、定例懇談会のほか、施設として入居

者双方が必要と認めた場合は、臨時懇談会を随時開催するものとする。 

（2） 懇談会は、施設長の名において行う。 

（3） 懇談会の進行は、施設側にて行う。 

4. 議 題 

（1） 施設における入居者の状況、入・退去の状況、要支援・要介護者の状況、サービス提供の状況 

（2） 各年度における家賃相当額・管理費・食費等の収支状況、施設全体の各会計年度の決算内容 

（3） 家賃相当額、管理費、食費その他のサービス費用及び使用料の改定 

（4） 運営規定、細則等の諸規則の改定 

（5） 入居者の意向の確認や意見交換 

（6） 各年度の職員数、職員配置体制・勤務形態・資格保有の状況、職員勤務時間の説明等 

（7） その他特に必要を認められた事項 

5. 通知方法等 

（1） 懇談会開催通知は、書面配布、館内掲示、館内放送等により行う。 

（2） 開催通知には、開催日、議事内容、報告事項及びその他意見交換事項を含む 

（3） 要支援者・要介護者の身元引受人等には、原則として書面により連絡する。 

6. 議事録の作成と開示の方法 

懇談会の議事については、開催の都度、双方の発言の記録を作成し、館内において閲覧に供するとともに、

全入居者及び身元引受人等に配布する。議事録は 2年間保管する。 

7. 施工日 

この細則は平成 28 年 10 月 1 日から実行する。 


